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１ 実施計画策定の趣旨 

 

（１）計画策定の趣旨 

  令和３年３月に策定した「第 11次糸魚川市交通安全計画」は、人命尊重の理念に基づき、

人優先の交通安全思想の普及を図り、悲惨な交通事故の根絶を目指すものです。 

「糸魚川市交通安全実施計画」は、交通安全対策基本法（昭和 45年法律第 110号）第 26

条第４項の規定に基づき、毎年度策定するものであり、本市及び関係行政機関・団体等が交

通情勢や財政状況などの実情に応じ、計画的かつ効果的に交通安全対策を推進する具体的な

施策について定めるものです。 

 

（２）計画期間 

 令和４年４月１日 ～ 令和５年３月 31日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2 

２ 糸魚川市の交通事故の現状 

 

（１）令和３年中の交通事故の発生状況 

 

① 事故発生件数 

 令和２年 令和３年 前年比 

糸魚川市   47件     44件 6.4％減 

新 潟 県 3,076件    2,848 件 7.4％減 

・本市の交通事故の発生件数は 44件で、前年と比較し 3件減少しました。 

 

② 死者数 

 令和２年 令和３年 前年比 

糸魚川市   １人   ４人 300.0％増 

新 潟 県 64人 47人 26.6％減 

・本市の死者数は４人で、前年と比較し３人増加しました。 

事故発生件数当たりの死者数は、県では約 61件につき１人が死亡しているのに対し、 

本市では約 11件につき 1人でした。 

 

③ 負傷者数 

 令和２年 令和３年 前年比 

糸魚川市 51人    47人   7.8％減 

新 潟 県 3,546人 3,203 人   9.7％減 

・ 本市の負傷者数は 47人で、前年と比較し 4人減少しました。 

・ 本市の事故１件当たりの負傷者数は約 1.1人でした。 

 

（参考）市内及び県内で発生した交通事故の推移 

区 分 Ｈ29 Ｈ30 R1 R２ R３ ５か年平均 

発生件数 

糸魚川市（件） 49 47 38 47 44 45 

新 潟 県（件） 4,304 3,799 3,484 3,076 2,848 2,933 

死 者 数 

糸魚川市（人） 5 2 3 1 4 3 

新 潟 県（人） 85 102 93 64 47 78 

負傷者数 

糸魚川市（人） 73 61 53 51 47 57 

新 潟 県（人） 5,130 4,453 4,086 3,546 3,203 4,084 
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（２） 令和３年中の特定事故(年齢・道路形状等)発生状況 

 

① 高齢者事故の状況 

区 分 令和２年 令和３年 前年比 

発生件数 
糸魚川市（件）     20    23   15.0％増 

新 潟 県（件） 1,394 1,216   12.8％減 

死 者 数 
糸魚川市（人）   1     2   100.0％増 

新 潟 県（人）  41    28   31.7％減 

負傷者数 
糸魚川市（人）  10    17   70.0％増 

新 潟 県（人） 830   700   15.7％減 

・本市では、高齢者（65 歳以上）が関係した事故件数は 23 件（全事故の 52.3％・県 42.7％）

で、死者数は２人（全死者の 50.0％・県 59.6％）、負傷者数は 17 人（全負傷者の 36.2％・県

21.9％）で、発生件数・死傷者数いずれも増加しました。 

 

 

② こども事故の状況 

区 分 令和２年 令和３年 前年比 

発生件数 
糸魚川市（件）  2  2   増減なし 

新 潟 県（件） 149 133    10.7％減 

死 者 数 
糸魚川市（人）   0  0   増減なし 

新 潟 県（人）   1  1   増減なし 

負傷者数 
糸魚川市（人）   2  3    50.0％増 

新 潟 県（人） 172 144    16.3％減 

・本市の中学生以下のこどもが関係した事故は２件（全事故の 4.5％・県 4.7％）で、死者はな

く、負傷者数は３人（全負傷者の 6.4％・県 4.5％）で、負傷者数が増加しました。 

 

 

③ 歩行者事故の状況 

区 分 令和２年 令和３年 前年比 

発生件数 
糸魚川市（件）   6   9   50.0％増 

新 潟 県（件） 525 469   10.7％減 

死 者 数 
糸魚川市（人）   0   1     － 

新 潟 県（人）  26  17   34.6％減 

負傷者数 
糸魚川市（人）   6   8   33.3％増 

新 潟 県（人） 510 461    9.6％減 

・本市の歩行者が関係した事故は９件（全事故の 20.5％・県 16.5％）で、死者数は１人（全死

者の 25.0％・県 36.2％）、負傷者数は８人（全負傷者の 17.0％・県 14.4％）で、発生件数・死

傷者数いずれも増加しました。 
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④ 自転車事故の状況 

区 分 令和２年 令和３年 前年比 

発生件数 
糸魚川市（件）   6   8   33.3％増 

新 潟 県（件） 426 360   15.5％減 

死 者 数 
糸魚川市（人）   0   0   増減なし 

新 潟 県（人）   3   6   100.0％増 

負傷者数 
糸魚川市（人）   6   8   33.3％増 

新 潟 県（人） 419 352   16.0％減 

・本市では、自転車乗車中の者（同乗者を除く）が関係した事故は８件(全事故の 18.2％・県

12.6％）で、死者はなく、負傷者数は８人(全負傷者の 17.0％・県 11.0％）で、発生件数及び

負傷者数が増加しました。 

 

 

⑤ 交差点事故の状況 

区 分 令和２年 令和３年 前年比 

発生件数 
糸魚川市（件）  22   14   36.4％減 

新 潟 県（件） 1,747 1,609    7.9％減 

死 者 数 
糸魚川市（人） 0     0   増減なし 

新 潟 県（人）  25    16   36.0％減 

負傷者数 
糸魚川市（人）  24    16   33.3％減 

新 潟 県（人） 1,971 1,800    8.7％減 

・本市の交差点事故は 14 件（全事故の 31.8％・県 56.5％）で、死者はなく、負傷者は 16人（全

負傷者の 34.0％・県 56.2％）で、発生件数及び負傷者数が減少しました。 

 

 

⑥ カーブ事故の状況 

区 分 令和２年 令和３年 前年比 

発生件数 
糸魚川市（件）   5  10   100.0％増 

新 潟 県（件） 103 106    2.9％増 

死 者 数 
糸魚川市（人）   1   3   200.0％増 

新 潟 県（人）   16  10    37.5％減 

負傷者数 
糸魚川市（人）   5  11   120.0％増 

新 潟 県（人） 134 121    9.7％減 

・本市のカーブ事故は 10 件（全事故の 22.7％・県 3.7％）で、死者数は３人（全死者の 75.0％・

県 21.3％）、負傷者数は 11人（全負傷者の 23.4％・県 3.8％）で、発生件数・死傷者数いずれ

も増加しました。 
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⑦ 飲酒運転事故の状況 

区 分 令和２年 令和３年 前年比 

発生件数 
糸魚川市（件）   0  1    － 

新 潟 県（件）  43 38   11.6％減 

死 者 数 
糸魚川市（人）   0  0   増減なし 

新 潟 県（人）   4  3   25.0％減 

負傷者数 
糸魚川市（人）   0  1    － 

新 潟 県（人）  59 47   20.3％減 

・本市では、飲酒運転で第１当事者となった事故は１件で、死者はなく、負傷者は１人（全負傷

者の 2.1％・県 1.5％）で、発生件数及び負傷者数が増加しました。 

＊第１当事者とは、事故に関与した者のうち、事故における過失が最も重い者をいいます。 

 

 

３ 糸魚川市が取り組む重点施策 

本市では、県の重点施策に沿って、次の４項目を重点施策に掲げて取り組みます。 

 

（１）高齢者の交通事故防止 

本市の全人口に占める65歳以上の割合は、令和４年１月１日現在、40.5％であり、約５人

に２人が65歳以上となっており、令和３年12月末における高齢者の運転免許保有率は、高齢

者人口の57.9％を占めています。 

今後も更に高齢化が進むことを踏まえ、高齢者が被害者、加害者となる事故の防止が大き

な課題となっています。 

高齢者は、歩行中や自転車乗車中の事故で死亡する割合が高いことから、運転者に対する 

  高齢者保護意識の醸成、夜間の事故防止に効果的な夜光反射材の着用をより一層推進し、高

齢者が被害者となる事故の防止に努めます。 

また、高齢運転者が自身の運転能力の自覚を促す取組や運転能力に応じた予防的運転（補

償運転）等、加害事故防止対策に取り組むとともに、高齢者自身の交通安全意識の高揚を図

るなど、交通安全教育を一層推進します。 

更に、高齢者が交通社会に参加できるよう、歩道や道路照明などの道路交通環境の整備を

推進します。 

 

（２）歩行者及び自転車の安全確保 

歩行中の事故は減少してきていますが、横断歩道において自動車が一時停止しない等、歩

行者優先意識の徹底は未だなされていない状況もあります。また、歩行者側の違反も多い状

況です。 

高齢者や子どもに多く発生している歩行中や自転車乗用中の交通事故の根絶に向けて、家

庭、学校、地域等と連携し、指導・広報・啓発活動を一層推進し、交通ルールの遵守、交通

マナーの向上及び事故を未然に防ぐ交通行動など、交通安全意識の高揚を図ります。 

併せて、自転車利用者に対する正しい通行方法を周知し、運転者に対しては、横断歩道で

の歩行者優先意識の浸透を図るとともに、安全速度の励行及び身体に障害のある人や高齢者
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が通行している際の保護意識の醸成を図ります。 

 

（３）シートベルトとチャイルドシートの着用の徹底 

シートベルトを着用していた場合と非着用の場合では、致死率に極めて大きな差がありま

すが、自動車乗車中における交通事故死者のシートベルト着用者の割合（55.6％）が半数程

度にとどまることや、一般道路における後部座席のシートベルト着用率は51.3％※、チャイ

ルドシート使用率も62.8％でいずれも徹底されているとは言い難いことから、各季の交通安

全運動等を通じ、指導・広報・啓発活動を積極的に展開するとともに、全座席シートベルト

着用、チャイルドシート使用の徹底を呼びかけ、自動車乗車中の死傷者の被害軽減を図りま

す。 

（※シートベルトの着用率は2020年、チャイルドシートの使用率は2019年一般社団法人日

本自動車連盟調査による） 

 

（４）危険運転の根絶 

県内で依然として発生している飲酒運転による事故を始め、スマートフォンの画面を注視し

たり、操作しながら運転する「ながら運転」、他の車両の通行を妨害し、重大な交通事故につ

ながる「あおり運転」などの危険運転の根絶を呼びかけるとともに、危険運転による事故の実

態を周知し、危険性について理解を深め、市民の規範意識の確立を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
7 

４ 分野別の施策 

 

第１節 道路交通環境の整備 

Ⅰ 令和３年度の主な実績 

１ 道路等の整備 

（１）広域幹線道路網の整備 

区 分 
計画 

年度 
全体計画 事業内容 実績概要 所管 

地 域 高

規 格 道

路 

H31 ～

R10 年

度 

路線名：地域高規格

道路松本糸魚川連

絡道路 

延長：５ｋｍ 

起点：山本 

終点：上刈 

松糸・今井道路測量調査設計

施工、用地買収 

丈量測量：１式 

地質調査：１式 

トンネル設計：１式 

畦畔・用排水路付替工事：

L=1300m 

県 

国道 

H 元～ 路線名：国道８号糸

魚川東バイパス 

延長：６．９ｋｍ 

起点：間脇 

終点：押上 

バイパス整備 
調査設計：間脇～梶屋敷 

（継続実施） 
国 

国道 

R2～ 路線名：国道８号親

不知道路 

延長：６．７ｋｍ 

起点：外波 

終点：市振 

バイパス整備 調査設計（継続実施） 国 

国道 

R2～ 路線名：国道８号藤

崎西事故対策 

延長：１．０ｋｍ 

起点：藤崎 終点 

藤崎 

線形改良 調査設計 国 

国道 

  防災対策 

①洞門補修 

（向山２号洞門他９箇所） 

②海岸擁壁補修 

（藤崎、歌） 

①洞門補修 継続中 

 

②海岸擁壁補修 継続中 

国 

国道 

R2～R3 路線名：国道 148 号 ① 洞門補修 

（山之坊地内 勝島洞門他） 

② トンネル補修 

（根小屋地内 大前トンネル

他） 

①補修実績数：３洞門 

 

②補修実績数：１トンネル 

大前トンネル補修完了 

県 

国道 

県道 

  
国道８号他防護柵及び区画線

の整備（全線） 
継続実施 

国 

県 

県道 

  ①県道湯之河内梶屋敷停車場

線 歩道整備（梶屋敷地内） 

②県道西飛山能生線 歩道整

備（溝尾地内） 

① 整備完了 

 

② 整 備 完 了 （ 部 分 供 用

L=126m) 

県 
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（２）市道・農道・林道の整備（主な新設、改良個所） 

区 分 
計画 

年度 
全体計画 事業概要 所 管 

市道 R3 年度 
路線名：市道大排水路線 

延長：L＝74ｍ 
新設改良整備（道路改良） 建設課 

 

（３）歩道・自転車道の整備（主な新設、改良個所） 

区 分 施策内容 所 管 

歩道整備 

バリアフリー化及び歩道、自転車道の整備促進 

代表的な整備予定箇所 

〈県〉①梶屋敷地内 県道湯之河内梶屋敷停車場線 歩道整備 

②溝尾地内 県道西飛山能生線 歩道整備 

   ③木浦、鬼伏地内他 県道上越糸魚川自転車道線 防護柵修繕等 

県 

建設課 

歩道整備

(通学路） 

安全を確保するための道路整備 

代表的な整備予定箇所 

〈市〉市道槙能生線 道路改良 

建設課 

 

（４）交差点の改良等（主な改良箇所） 

区 分 施策内容 所 管 

 該当なし  
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Ⅱ 令和４年度の計画 

１ 道路等の整備 

（１）広域幹線道路網の整備 

区 分 計画年度 全体計画 事業概要 所 管 

地 域 高

規 格 道

路 

H31 ～ R10

年度 

路線名：地域高規格道路松本糸魚川

連絡道路 

延長：L＝5㎞ 

起点：山本 

終点：上刈 

用地買収（山本 他） 

工事用道路工（西川原 他） 

畦畔・用排水路工（山本 他） 

県 

国道 H 元～ 

路線名：国道８号糸魚川東バイパス 

延長：L＝６．９ｋｍ 

起点：間脇 終点：押上 

バイパス整備の調査設計 

（間脇～梶屋敷） 
国 

国道 R2～ 

路線名：国道８号親不知道路 

延長：L＝６．７ｋm 

起点：外波 終点：市振 

バイパス整備の調査設計 国 

国道 R2～ 

路線名：国道８号藤崎西事故対策 

延長：L=１．０ｋｍ 

起点：藤崎 終点 藤崎 

線形改良 

調査設計 

用地買収 

国 

国道 R3～ 

路線名：国道８号海川橋西詰交差点

事故対策 

 海川橋西詰交差点、押上東交差点 

交差点改良 国 

国道  

路線名：国道８号 防災対策 

①洞門補修 

②海岸擁壁補修 

①向山洞門他６箇所 

②藤崎、歌 
国 

国道  路線名；国道８号海川橋 耐震補強 国 

国道 
R3～R4 年

度 

路線名：国道 148号 

延長： L=106ｍ 

山之坊地内 洞門補修（山梨

洞門他） 
県 

国道 
R3～R4 年

度 

路線名：国道 148号 

延長： L=2,315ｍ 

大所地内 トンネル補修（大

所トンネル） 
県 

国道 
H29 ～ R5

年度 

路線名：国道 148号 

箇所数：２か所 

山本地内 橋梁耐震アップ

グレード（山本橋） 

大野地内 橋梁耐震アップ

グレード（中山橋） 

県 

県道 
H30 ～ R4

年度 

路線名：主要地方道能生インター線 

延長：L＝300ｍ 
道路整備（拡幅） 県 

 

（２）市道・農道・林道の整備 

区 分 計画年度 全体計画 事業概要 所 管 

市道 H22 年度～ 
路線名：市道大排水路線 

延長：L＝1,000ｍ 
新設改良整備（道路改良） 建設課 

市道 H23 年度～ 
路線名：市道仙納筒石線 

延長：L＝220ｍ 
新設改良整備（道路改良） 建設課 
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市道 H30 年度～ 
路線名：市道火打山梨の木線 

延長：L＝1,000ｍ 
新設改良整備（道路改良） 建設課 

市道 
R2～ R4 年

度 

路線名：市道押上越前線 

延長：L＝90ｍ 
新設改良整備（道路改良） 建設課 

市道 R3 年度～ 
路線名：市道中ノ谷学校線 

延長：L＝160ｍ 
新設改良整備（道路改良） 建設課 

市道 
R4～R6 年

度 

路線名：市道成沢川島線 

延長：L=95ｍ 
新設改良整備（道路改良） 建設課 

 

（３）歩道・自転車道の整備 

区 分 施策内容 所 管 

歩道整備 

バリアフリー化及び歩道、自転車道の整備促進 

代表的な整備予定箇所 

〈県〉①溝尾地内 県道西飛山能生線 歩道整備 

   ②横町地内 国道 148 号 歩道改良 

県 

建設課 

歩道整備

(通学路） 

安全を確保するための道路整備 

代表的な整備予定箇所 

〈市〉市道槙能生線 道路改良 

建設課 

 

（４）交差点の改良等 

区 分 施策内容 所 管 

適正な道路標

示 
横断歩道・停止線等 

県 

建設課 

警察署 

交差点の改良 交通状況に即した対策の実施（道路の新設・改良等） 

県 

建設課 

警察署 

 

２ 交通安全施設等の整備による交通安全の推進 

（１）人優先の安全・安心な歩行空間の整備 

区 分 施策内容 所 管 

死傷事故防止

対策 

幹線道路等で、特に死傷事故率が高い「事故危険箇所」への対策の実

施（公安委員会と道路管理者の連携） 

国 

警察署 

交通事故削減 『事故ゼロプラン（事故危険区間重点解消作戦）』の推進 国 

安全･安心緊

急施設整備 

交通事故多発地点等、特に必要な個所 県 

警察署 

歩行者及び自

転車の安全な

通行の確保 

信号機の高度化等、交通安全施設の整備 

代表的な整備予定箇所 

〈県〉①溝尾地内 県道西飛山能生線 歩道整備 

   ②横町地内 国道 148 号 歩道改良 

県 

建設課 

交通安全施設

整備 

市道の防護柵、カーブミラー、照明灯、区画線等 建設課 
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融雪施設整備

の適切な維持

管理 

県道消雪パイプ布設替え等 

代表的な整備予定箇所 

〈県〉①大野地内 県道頸城大野停車場線 消雪パイプ布設替え 

   ②木浦地内 県道中尾水込線 消雪パイプ布設替え 

県 

融雪施設整備

の適切な維持

管理 

市道消雪パイプ井戸掘り替え等 

代表的な整備予定箇所 

〈市〉①新町西側線消雪パイプ井戸掘替 

②糸魚川押上線消雪パイプ井戸掘替 

③北平堂線消雪パイプ布設替え 

建設課 

除雪機械の適

正管理 

除雪機械の新規購入と更新 国・県 

建設課 

 

（２）標識等の整備 

区 分 施策内容 所 管 

交通安全施設整備 国道、県道の防護柵、道路照明、区画線、道路標識等 国・県 

 

（３）高齢者・障害者のための安全施設等の整備 

区 分 施策内容 所 管 

日常生活、社会生

活の安全確保 

歩行空間のバリアフリー化、交通安全施設等の整備 

代表的な整備予定箇所 

〈県〉①溝尾地内 県道西飛山能生線 歩道整備 

   ②横町地内 国道 148 号 歩道改良 

県 

建設課 

 

（４）通学路、通園（所）路の安全設備・施設の整備 

区 分 施策内容 所 管 

安全設備・施設の

整備 

信号機の設置（道路の新設・改良等） 

横断歩道等の交通規制 

警察署 

道路管理者 

 

（５）高速道路における交通環境の保全 

区 分 施策内容 実施時期 所 管 

安全で円滑な交通

確保 

高速道路利用者への情報提供 
通年 道路管理者 

 

（６）LED 街路灯の設置促進 

区 分 施策内容 実施時期 所 管 

夜間の歩行者の安

全確保 

LED 街路灯設置補助金 
通年 建設課 
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３ 道路占用の適正化 

（１）道路占用の適正化 

区 分 施策内容 実施時期 所 管 

交通障害の抑制 
工事業者等への指導の実施(交通の安全と円滑

の確保) 
通年 警察署 

円滑な道路交通

の確保 

道路占用許可の適正な運用、道路占用の適正な

維持管理、許可条件の履行確認 
通年 

国・県 

建設課 

農林水産課 

安全な交通確保 
交通や通行に支障を与える不法占用物件等の排

除 
通年 

国・県 

建設課 

農林水産課 

 

４ 駐車対策の推進 

（１）駐車対策の推進 

施策内容 実施時期 所 管 

地域住民の要望と実態を捉えた取締まりの実施 

（悪質で危険性、迷惑性の高い違反等） 
通年 警察署 

 

５ 公共交通機関の利用促進 

（１）公共交通機関の利便性向上と利用促進 

施策内容 実施時期 所 管 

日本海ひすいライン、大糸線の利便性の向上と利用促進 

通年 都市政策課 

地域住民への利用促進についての周知・啓発活動 

鉄道事業者や関連団体と連携したイベント等の実施 

県内高速バス運行費の助成 

路線バスの利便性向上、運行費の助成 

コミュニティバス等の運行費の助成 

 

６ 事故防止対策の推進 

（１）事故危険箇所対策の推進 

施策内容 実施時期 所 管 

事故危険箇所の調査 

（テレマティクスタグ技術により収集した運行データの活用） 
適宜 

環境生活課 

（交通安全協

会、警察等） 

交通安全点検パトロール  

（道路管理者が実施する整備に反映） 
８月末 

環境生活課 

道路管理者 

警察署 

交通安全協会 
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（２）交通安全対策会議の活用 

施策内容 実施時期 所 管 

市交通安全対策会議、臨時に緊急対策会議等の開催 

（重大事故等の発生や緊急に交通安全施策を講ずる必要が生じ

た場合） 

適宜 

環境生活課 

道路管理者 

警察署 

交通安全協会 
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第２節 交通安全思想の普及徹底 

 

Ⅰ 令和３年度の主な実績 

施  策 事業内容 実績概要 所 管 

１ 交通安全に関

する普及啓発活

動の推進 

・春の全国交通安全運動 

・自転車安全月間 

・夏の交通事故防止運動 

・秋の全国交通安全運動 

・高齢者交通事故防止運動 

・冬の交通事故防止運動 

・交通安全家庭の日 

・表彰事業 

・PTA、地区役員、市職員による

立哨指導 延べ 300名（春・秋

の全国運動時） 

・各期の広報無線、広報誌、回覧

文書による啓発 

・各期の街頭啓発活動 

・毎月 10日に行政無線放送 

警察署 

交通安全協会 

環境生活課 

２ 段階的かつ体

系的な交通安全

教育の推進 

関係機関と連携した交通安全

教育と普及啓発活動の推進 

幼 児  13 回 

小学校  16 回 

中学校  1回 

高齢者  4回 

一 般  3回 

（R4.1.27 現在） 

環境生活課 

３ 効果的な交通

安全教育の推進 

・交通安全指導員の資質向上 

 

 

 

・夜間の視認性に関する教材の

活用 

交通安全指導員研修会 

（３月） 

 

 

交通安全教室での活用やデジタ

ルサイネージ上映 

環境生活課 

 

 

 

警察署 

環境生活課 

 

４ 地域社会にお

ける交通安全意

識の高揚 

・交通安全指導員の配置 

・防犯パトロール員の配置 

・糸魚川地区交通安全協会支部

活動費助成 

 

・夜光反射材の活用促進 

 

 

・高齢者運転免許自主返納支援 

事業の推進 

 

・シルバードライビングスクー

ル 

 

 

・飲酒運転根絶意識の醸成 

 

 

 

11 名（R３.４.1現在） 

128名（R３.３.31 現在） 

交通安全対策にかかる経費を対

象に支援 

 

反射材見え方講習会 

１回（能生 R3.11.18、参加者

40 名） 

交付者数 149名（R4.1.27 現在） 

 

 

高齢者を対象に運転技術の指導、 

サポカー同乗体験（自動車学校

R3.12.16、参加者９名） 

 

啓発ポスターの掲示 

環境生活課 

こども教育課 

交通安全協会 

 

 

警察署 

 

 

環境生活課 

 

 

警察署 

環境生活課 

 

警察署 

交通安全協会 

環境生活課 
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Ⅱ 令和４年度の計画 

１ 交通安全に関する普及啓発活動の推進 

（１）各季における交通安全運動の推進 

事業内容 期  間 所 管 

春の全国交通安全運動 ４月６日(水)～４月 15日(金)(10 日間） 

環境生活課 

警察署 

交通安全協会 

自転車安全月間 ５月１日(日)～５月 31日(火)(１か月間） 

県民交通安全フェア ７月 13 日(水) 新潟テルサ 

夏の交通事故防止運動 ７月 22 日(金)～７月 31日(日)(10 日間） 

秋の全国交通安全運動 ９月 21 日(水)～９月 30日(金)(10 日間） 

高齢者交通事故防止運動 10月１日(土)～10月 31日(月)(１か月間） 

冬の交通事故防止運動 12月 11日(日)～12 月 20日(火)(10 日間） 

安全運転・チャレンジ 100 ９月 23日(金)～12月 31 日(土)(100日間) 

いきいきクラブ・チャレンジ 100 ９月 23日(金)～12月 31 日(土)(100日間) 

交通安全家庭の日 毎月 10 日 

交通事故死ゼロを目指す日 ４月 10 日(日)、９月 30日(金） 

横断歩行者を守る交通事故防止運動 ３月１日(水)～３月 10日（金)(10日間)  

 

（２）その他の普及啓発活動の推進 〈環境生活課・交通安全協会〉 

事業内容 期  間 所 管 

交通安全フェア･日本海クラシック

カーレビュー 
９月４日（日）開催予定 

環境生活課 

交通安全協会 夜間の視認性（見え方）講習会 
交通安全教室開催時、各季の交通事故防止

運動等開催時 

交通安全功労者・優良運転者表彰等 各季 

 

２ 段階的かつ体系的な交通安全教育の推進 

対  象 事業内容 実施時期 所 管 

保育園・幼稚園・認定

こども園向け 
親子交通安全教室 

４月～５月及び

２月～３月 

環境生活課 

警察署 

交通安全協会 

小学生・中学生・高校

生向け 

正しい自転車の乗り方や道路横断の

仕方など交通ルール・マナーの実践

指導 

４月～５月 

高齢者団体・コミュニ

ティ団体向け 

加齢に伴う身体的機能の変化と行動

特性について、運転者・歩行者それ

ぞれの視点に立った交通安全教育 

通年 

一般向け  参加・体験・実践型の交通安全教室 通年 
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３ 効果的な交通安全教育の推進 

事業内容 実施時期 所 管 

交通安全指導員の配置 通年 環境生活課 

市交通安全指導員の資質向上のための研修会 ７月、12月 
環境生活課 

警察署 

地区公民館の生涯学習事業やコミュニティ団体等の活動と連

携した交通安全教育と普及啓発活動 
通年 

環境生活課 

生涯学習課 

警察署 

交通安全協会 

 

４ 地域社会における交通安全意識の高揚 

（１）家庭、学校、職域等における交通安全教育の推進 

事業内容 実施時期 所 管 

新入学児童へ交通安全帽子、ランドセルカバーを配付 ２月 
環境生活課 

交通安全協会 

参加・体験・実践型の交通安全教室の開催 

（保育園・幼稚園・学校・老人クラブ等） 
通年 

環境生活課 

警察署 

交通安全協会 

交通安全教室の開催 

自転車乗車時の頭部保護の重要性とヘルメット着用による被

害軽減効果の理解促進 

通年 

環境生活課 

警察署 

交通安全協会 

糸魚川地区交通少年団の活動支援 通年 

環境生活課 

警察署 

交通安全協会 

夜光反射材の配付・活用 通年 

環境生活課  

警察署 

交通安全協会 

 

（２）地域ぐるみの交通安全運動の推進 

事業内容 実施時期 所 管 

テレマティクスタグ技術を活用した交通安全イベントの実施 ５月 
環境生活課 

警察署、国 

「安全運転チャレンジ 100」、「いきいきクラブ・チャレンジ

100（高齢者参加型運動）」の周知・参加 

９月 23日 

～12月 31 日 

環境生活課 

交通安全協会 

防犯パトロール員の配置 通年 こども教育課 

通学路等の交通安全パトロールなど、地域ぐるみの安全対策 通年 
環境生活課 

こども教育課 

シニアカーの講習会（安全な利用方法の指導） 通年 
環境生活課 

警察署 

交通安全協会(糸魚川・能生・青海)支部への活動費助成 

交通安全思想の普及啓発活動支援 
通年 環境生活課 

シートベルトの着用の徹底（運転席、助手席、後部座席） 
通年（交通安全運

動期間） 

環境生活課 

警察署 

交通安全協会 
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事業内容 実施時期 所 管 

チャイルドシートの使用効果及び使用方法に関する指導・啓

発 

通年 

（交通安全運動

期間等) 

環境生活課 

警察署 

交通安全協会 

市交通安全指導員の配置と安全指導の実施 通年 環境生活課 

 

（３）飲酒運転の根絶 

事業内容 実施時期 所 管 

飲酒運転根絶意識の醸成（飲食店等を訪問指導等） 12月 

環境生活課 

警察署 

交通安全協会 

 

（４）運転中のスマートフォン等使用の根絶 

事業内容 実施時期 所 管 

広報等により周知啓発 

各種講習による交通安全意識啓発 

(車両運転中のスマートフォン等の使用の危険性) 

通年 

環境生活課 

警察署 

交通安全協会 

 

（５）あおり運転の発生抑止 

事業内容 実施時期 所 管 

ドライブレコーダーの設置促進 通年 環境生活課 

 

（６）効果的な広報の実施 

事業内容 実施時期 所 管 

事故情報の提供依頼 通年 
環境生活課 

警察署 

運転免許自主返納制度の利用促進 

高齢者の交通移動手段となる関連事業の周知 

実施事業：高齢者運転免許自主返納支援事業 

     高齢者おでかけパス事業 

     地域包括支援センターによる生活相談 

通年 

環境生活課 

警察署 

交通安全協会 

交通、気象等地域即時情報の安心メール配信 

広報紙、ホームページ、防災行政無線等を活用した効果的な

広報の実施 

通年 各道路管理者 
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第３節 道路交通秩序の維持 

 

Ⅰ 令和３年度の主な実績 

施  策 事業内容 実績概要 所 管 

１ 交通規制の推進 横断歩道新設 南寺町地内横断歩道新設 警察署 

 

Ⅱ 令和４年度の計画 

施  策 事業内容 所 管 

１ 交通規制の推進 
交通の安全と通行の円滑化を図るため、交通実態に応じ

た交通規制 

環境生活課 

警察署 

各道路管理者 

２ 駐車秩序の維持 

悪質で危険性・迷惑性の高い違法駐車の取締り 警察署 

市街地の駐車実態や地域住民の要望を踏まえ、駐車規制

を見直す 

環境生活課 

警察署 

各道路管理者 
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第４節 救護体制の充実 

 

Ⅰ 令和３年度の主な実績 

施  策 事業内容 実績概要 所 管 

１ 病院前救護体制

の整備充実 

高度救急資器材の整備 

交通事故対応訓練の実施 

交通事故による多数 

傷病者対応訓練 

交通外傷処置訓練 

消防本部 

 

Ⅱ 令和４年度の計画 

施  策 事業内容 所 管 

１ 病院前救護体制

の整備充実 

職員の資質向上（指導救命士による教育訓練の実施） 消防本部 

救急救命士及び救急隊員の教育、技能の向上 

（救急ワークステーションの活用） 
消防本部 

応急手当の普及、啓発 消防本部 

救助・救急資器材の整備 消防本部 

ドクターヘリの効果的な運用による救命率の向上等 
県 

消防本部 

研修等を通じた職員の資質向上 

（ドクターヘリ基地病院との連携） 

消防本部 

長岡赤十字病院 

高速道路における救急業務の円滑かつ適切な実施 

（消防本部と関係管理者の相互協力） 

消防本部 

東日本高速道路

株式会社 

２ 救急医療体制の

確保 

休日夜間等の救急医療体制の維持確保 健康増進課 

救急医療を支える基幹病院の施設設備の充実 健康増進課 
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第５節 交通事故被害者対策の推進 

 

Ⅰ 令和３年度の主な実績 

施  策 事業内容 実績概要 所 管 

１ 交通事故相談業

務等の活用・支援 

交通災害共済制度の周知及

び加入促進 

・加入者数 

29,000 人（R4.1.1 現在） 

（加入率 71.6％） 

・見舞金請求件数 

22件 3,380 千円 

（R4.1.27 現在） 

市町村総合事

務組合 

環境生活課 

 

Ⅱ 令和４年度の計画 

施  策 事業内容 所 管 

１ 交通事故相談業

務等の活用・支援 

被害者の不利益防止 

新潟交通事故相談所等、相談機関の利用等について周知 
環境生活課 

２ 交通事故被害者

の支援 

県交通災害共済制度の周知及び加入促進 環境生活課 

県交通遺児基金が行う被害者援助事業等の周知 こども課 

 

 

第６節 踏切道の安全に関する施策 

 

Ⅰ 令和３年度の主な実績 

施  策 事業内容 実績概要 所 管 

１ 踏切道の安全

と円滑化を図る

ための措置 

踏切通行時における安全

意識の向上 
実績なし 西日本旅客鉄道株式会社 

踏切通行時における安全

設備の向上 

（踏切設備の保安度向上） 

〇踏切警報灯の全方位化 

（薬師踏切） 
えちごトキめき鉄道株式

会社 

 

Ⅱ 令和４年度の計画 

施  策 事業内容 所 管 

１ 踏切道の安全

と円滑化を図る

ための措置 

安全意識の向上や踏切支障時における非常ボタンの

操作等の周知（運転者や歩行者などの踏切道通行者） 

環境生活課 

西日本旅客鉄道株式会社 

えちごトキめき鉄道株式会社 

踏切設備の保安度向上を図る 

〇踏切警報灯の全方位化（浜田踏切、竹ヶ花踏切、今村踏切） 

〇踏切遮断機の取替（田海踏切、一の宮踏切） 

えちごトキめき鉄道株式会社 

２ 踏切道の除雪

の徹底 

適切な除排雪等の実施（道路管理者との連絡） 
西日本旅客鉄道株式会社 

えちごトキめき鉄道株式会社 

降積雪予測情報等を活用した踏切除雪の早期手配 えちごトキめき鉄道株式会社 
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○糸魚川市交通安全条例 

平成17年３月19日 

条例第159号 

改正 令和元年12月20日条例第41号 

（目的） 

第１条 この条例は、本市における交通安全施策の推進を図り、もって市民の安全で快適な生活

の実現に寄与することを目的とする。 

（市の責務） 

第２条 市は、市民の交通安全意識の高揚と交通安全確保のため、啓発活動、道路環境整備等の

総合的な交通安全施策の実施に努めるものとする。 

２ 前項の交通安全施策の計画及び実施に当たっては、警察署、道路管理者その他の関係機関及

び団体（以下「関係機関等」という。）と緊密な連携を図るものとする。 

（市民の責務） 

第３条 市民は、自らの責任で生命、身体及び財産を守り、交通安全の確保に努めるとともに、

市及び関係機関等が実施する交通安全施策に協力するものとする。 

（交通安全対策会議） 

第４条 市長は、交通安全対策基本法（昭和45年法律第110号）第18条第１項の規定に基づき、

糸魚川市交通安全対策会議（以下「対策会議」という。）を置く。 

２ 対策会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 糸魚川市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における交通の安全に関する総合的な施策の企画に

関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。 

３ 対策会議は、会長及び委員をもって組織する。 

４ 会長は、市長をもって充て、委員の定数は、15人以内とする。 

（道路交通環境の確保等） 

第５条 市長は、交通安全を確保するため、交通安全施設等を整備し、良好な道路交通環境の確

保に努めるとともに、必要があると認めるときは、関係機関等に対し、必要な措置を講ずるよ

う要請するものとする。 

（交通安全教育の推進） 

第６条 市長は、市民の交通安全意識の向上を図るため、年齢、地域等の実情に応じた交通安全

教育活動を実施するものとする。 

（情報の提供） 

第７条 市長は、市民に対し、交通安全に関する広報啓発活動及び必要な情報の提供に努めるも

のとする。 

（委任） 

第８条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成17年３月19日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の糸魚川市交通安全条例（平成10年糸魚川市条例

第33号）、能生町交通安全条例（平成10年能生町条例第18号）又は青海町交通安全条例（平成

10年青海町条例第25号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例

の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 

附 則（令和元年12月20日条例第41号） 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 
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○糸魚川市交通安全条例施行規則 

平成17年３月19日 

規則第155号 

改正 平成18年３月31日規則第23号 

平成18年８月１日規則第60号 

平成22年２月26日規則第10号 

平成27年１月30日規則第１号 

令和元年12月20日規則第47号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、糸魚川市交通安全条例（平成17年糸魚川市条例第159号。以下「条例」と

いう。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（交通安全対策会議） 

第２条 条例第４条に規定する糸魚川市交通安全対策会議（以下「対策会議」という。）の会長

は、会務を総理する。 

２ 対策会議の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。 

(1) 国の関係行政機関の職員 

(2) 新潟県の知事部局の職員 

(3) 新潟県警察の警察官 

(4) 西日本旅客鉄道株式会社の社員 

(5) えちごトキめき鉄道株式会社の社員 

(6) 東日本高速道路株式会社の社員 

(7) 市民のうち交通安全に識見を有する者 

(8) 市の教育長、消防署長その他職員 

（その他） 

第３条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成17年３月19日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の糸魚川市交通安全条例施行規則（平成10年糸魚

川市規則第48号）、能生町交通安全規則（平成10年能生町規則第12号）又は青海町交通安全条

例施行規則（平成10年青海町規則第10号）の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞ

れこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。 

附 則（平成18年３月31日規則第23号） 

この規則は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則（平成18年８月１日規則第60号） 

この規則は、平成18年８月１日から施行する。 

附 則（平成22年２月26日規則第10号） 

この規則は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年１月30日規則第１号） 

この規則は、平成27年２月１日から施行する。 

附 則（令和元年12月20日規則第47号） 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
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